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令和５年２月２０日（月曜日） 

第 1 号 

 

○招集告示年月日 

  令和５年２月３日 

 

 

○招集場所 

  金沢東急ホテル 

 

 

○出席議員（１９名） 

１番 宮崎 雅人（金沢市） ２番 佐藤 喜典（七尾市） 

３番 吉本慎太郎（小松市） ４番 森  裕一（輪島市） 

５番 

７番 

泉谷満寿裕（珠洲市） 

浜名  等（羽咋市） 

６番 

８番 

稲垣 清也（加賀市） 

猪村 博靖（かほく市） 

９番 北嶋 章光（白山市） １０番 田中策次郎（能美市） 

１１番 中村 義彦（野々市市） １２番 田中 秀夫（川北町） 

１３番 森山 時夫（津幡町） １４番 清水 文雄（内灘町） 

１５番 南  正紀（志賀町） １６番 林   稔（宝達志水町） 

１７番 

１９番 

笹川 広美（中能登町） 

大森 凡世（能登町） 

１８番 𠮷村 光輝（穴水町） 

    

○欠席議員（０名） 

    

 

○説明のため出席した者 

広域連合長 粟  貴章 副広域連合長 矢田 富郎 

事 務 局 長 小﨑 隆司 総 務 課 長 福田 雅一 

業 務 課 長 北村 悦子 会計管理者 米屋 郁代 

健康推進室長  寺西 衣姫    

 

 

○職務のため出席した職員 

書 記 長 松下 有宏 書 記 清水 啓章 

総務課課長補佐 永野 勝章 総 務 課 主 事 宮村 瑞穂 

業務課課長補佐 池田 知晴 業 務 課 主 事 中村 成淳 

業 務 課 主 事 油谷 和樹 業 務 課 主 事 永島 宗明 
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○議事日程（第1号） 

  令和５年２月２０日（月） 

 日程第１ 一部仮議席の指定 

  

 日程第２ 議長の選挙 

 

 日程第３ 一部議席の指定 

 

日程第４ 諸般の報告 

 

日程第５ 会議録署名議員の指名 

 

日程第６ 会期の決定 

 

日程第７ 議案第 １ 号 令和４年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第２号） 

議案第 ２ 号  令和４年度石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 

議案第 ３ 号  令和５年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

議案第 ４ 号  令和５年度石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算 

議案第 ５ 号  石川県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する 

法律施行条例について 

議案第 ６ 号  石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する 

条例の一部を改正する条例について 

議案第 ７ 号  石川県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する等の条例について 

議案第 ８ 号  石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任に 

つき同意を求めることについて 

議会議案第１号 石川県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関

する条例について 

 

日程第８ 選挙第 １ 号  石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員の選挙 

 

日程第９ 選挙第 ２ 号  石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員補充員の選挙 
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○本日の会議に付した事件 

  議事日程（第１号）に同じ 

 

◎開会・開議                  （午後２時５０分 開会） 

○清水文雄副議長 副議長の清水です。 
今定例会の開会に先立ちまして、議員の交替について、ご報告いたします。去る、１２

月１６日に、金沢市選出の高岩勝人議員から、議員の辞職願が提出され、地方自治法第１

２６条の規定により、許可されていますので、ご報告申し上げます。 
また、１２月３１日に、宝達志水町選出の金田之治議員が、任期満了となっております。

なお、後任の議員といたしまして、金沢市より宮崎雅人議員が、宝達志水町より林稔議員

が、それぞれ選出されていますので、ご報告を申し上げます。 
ただいま、ご報告いたしました高岩勝人議員の辞職にともない、議長が不在となってお

りますので、地方自治法第１０６条第１項の規定により副議長の私が、議長の職務を行わ

させていただきます。 

 

○清水文雄副議長 ただいまから、令和５年第１回石川県後期高齢者医療広域連合議会定

例会を開会します。 

本日の出席議員数は１９名で定足数に達しております。よって本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎一部仮議席の指定 

 

○清水文雄副議長 それでは、日程第１、「一部仮議席の指定」を行います。 

一部仮議席は、ただいまご着席の議席といたします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎議長の選挙 

 

○清水文雄副議長 これより日程第２、「議長の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 
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○清水文雄副議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で行うこと

に決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、副議長が指名することとしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○清水文雄副議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、副議長が指名することに決定いたしました。議長に、宮崎雅人議員を指名いた

します。 

お諮りいたします。ただいま指名しました宮崎雅人議員を議長の当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

○清水文雄副議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました宮崎雅人議員

が、議長に当選されました。ただいま議長に当選された宮崎雅人議員が議場におられます。

会議規則第２８条第２項の規定より、当選の告知をいたします。 

 

（「議長」と宮崎雅人議員が挙手） 

 

○清水文雄副議長 宮崎雅人議員 

 

  〔宮崎雅人議員 登壇〕 

 

○宮崎雅人議員 金沢市の宮崎でございます。ただいま、皆様方のご推挙をいただき、第

１７代石川県後期高齢者医療広域連合議会議長に就任することになりました。改めて、そ

の責任の重さを痛感している次第であります。 

さて、後期高齢者医療制度は、高齢化が進む我が国において、地域住民の生命、健康を

守る重要な基盤となっています。当議会といたしましても、高齢者の方々や、医療機関等

の信頼に応えられますように、その使命を十分に果たしてまいりたいと存じます。 

 皆様方の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、議長就任のごあ

いさつとさせていただきます。 

 

 

  〔宮崎雅人議員 着席〕 

 

○清水文雄副議長 ただいま宮崎雅人議員から議長当選の受諾がありましたので、議長に

決定いたしました。以上で、議長代理の職務は終了しました。円滑な議事進行にご協力を

賜り、誠にありがとうございました。 それでは、宮崎議長、どうぞ議長席にお着き願い
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ます。 

 

〔清水文雄副議長 退席、宮崎雅人議長 着席〕 
 

○宮崎雅人議長 あらためまして、議長の宮崎です。円滑な議事進行にご協力をお願い

します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◎一部議席の指定 

 

○宮崎雅人議長 それでは、日程第３、「一部議席の指定」を行います。会議規則第３条

第１項の規定により、新たに広域連合議員に当選された方々の議席を指定いたします。新

たに広域連合議員となられた方々の議席は、お手元に配布の座席表のとおり指定いたしま

す。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎諸般の報告 

 

○宮崎雅人議長 次に、日程第４、「諸般の報告」を行います。地方自治法第１２１条第

１項の規定による今定例会の説明員の氏名は、お手元に配布のとおりであります。 

次に、石川県後期高齢者医療広域連合監査委員より地方自治法第１９９条第９項の規定

により、定期監査の結果が、提出されていることをご報告します。 

また、選挙管理委員会から地方自治法第１８２条第８項の規定により、任期満了に伴い、

選挙管理委員及び同補充員の選挙を行うべき事由が生じる旨の通知が、なされております。

以上で、諸般の報告を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

○宮崎雅人議長 次に、日程第５、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議

員に１１番中村義彦議員及び１７番笹川広美議員を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎会期の決定 

 

○宮崎雅人議長 次に、日程第６、「会期の決定」を議題といたします。お諮りいたしま

す。今定例会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎議案の上程（議案第１号～議案第８号） 

 

○宮崎雅人議長 これより、日程第７、議案第１号「令和４年度石川県後期高齢者医療広

域連合一般会計補正予算（第２号）」ないし、議案第８号「石川県後期高齢者医療広域連

合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」の議案８件を一括して議題と

いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎提案理由の説明 

 

○宮崎雅人議長 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 

〔「議長」と粟貴章広域連合長が挙手〕 

 

○宮崎雅人議長 粟貴章広域連合長。 

 

〔粟貴章広域連合長 登壇〕 

 

○粟貴章広域連合長 令和５年第１回石川県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開会

にあたり、議員の皆様には、ご多用の中、ご参集を賜りまして、誠にありがとうございま

す。また、日ごろより、当広域連合の運営に格別のご理解とご協力を賜り、心より感謝を

申し上げます。なお、今ほどご就任されました宮崎議長におかれましては、当広域連合の

さらなる発展のため、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願いを申し上げる次第であ

ります。 

 それでは、後期高齢者医療制度の概況と提出議案についてご説明を申し上げます。当広

域連合の被保険者数は、本年１月末現在で 約１８万３千人となり、本年度より、団塊世

代の加入が始まった影響を受け、前年同月比で、約９千人増加し、また、平成２０年の制

度発足時からは、約４万６千人増加しております。このような中、昨年１０月より、制度

創設以来の大きな改正となる窓口負担２割の導入が始まりました。これまで大きな混乱も

なく制度移行できましたことは、県内市町及び議員各位、関係機関の皆様のご協力の賜物

と感謝いたしております。 

しかしながら、団塊世代の全てが後期高齢者となる２０２５年に向けては、さらに少子
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高齢化が進み、制度の支え手である現役世代の負担が増大することが見込まれております。 

そのため、国においては、今国会で、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築

するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を提出し、後期高齢者負担率の見直し

や、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入などを審議していくこ

ととしております。当広域連合においても、このような国の動向を注視するとともに、県

内市町と情報共有しながら、今後の保険料率改定への影響などを厳正に検証してまいりた

いと考えております。 

 なお、令和５年度の予算編成については、被保険者の急増などに伴う保険給付費への影

響を適正に見込むとともに、高齢者の健康寿命の延伸に向けて、保健事業と介護予防の一

体的実施の拡大や、データヘルス計画の改定などに取り組むこととしております。 

さらに、国の方針に合わせ、広域連合の標準システムをクラウド化することにより、さ

らなる業務効率化を図るなど、時代の変化に合わせながら、後期高齢者医療制度の維持、

発展に尽力していくこととしております。 

 それでは、今回の提出議案について、ご説明を申し上げます。まず、議案第１号「令和

４年度一般会計補正予算第２号」について、ご説明いたします。一般会計の補正予算は、

主に不用額の減額でありまして、歳入においては、構成市・町の共通経費負担金を、歳出

においては、特別会計への事務費繰出金などをそれぞれ１，７３９万７千円を減額し、歳

入・歳出総額を５億５，７９５万５千円とするものであります。 

次に、議案第２号「令和４年度後期高齢者医療特別会計補正予算第２号」について、ご

説明いたします。特別会計の補正予算は、１億１，１７２万７千円を減額し、歳入・歳出

総額を１，６９１億４，９２４万４千円とするものです。歳入の内訳といたしましては、

財産収入として２７万３千円を、諸収入として医療法人の破産手続き配当による返納金等、

２億５，７１１万３千円を、それぞれ増額するとともに、返納金等に係る定率負担金等の

減額調整や保健事業費の減などに伴い、市町支出金として３，３３７万３千円を、国庫支

出金として１億９０２万４千円を、県支出金として２，５７８万円を、支払基金交付金と

して１億９３１万４千円を、繰入金として一般会計と医療給付費準備基金を合わせ９，１

６２万２千円を減額するものでございます。歳出の主な内容といたしましては、総務費と

して被保険者証郵送料など３，４００万円を、保健事業費として健診事業の市町委託料な

ど７，８００万円をそれぞれ減額し、基金積立金として運用利子に係る２７万３千円を追

加計上いたします。なお、保険給付費については、総額の増減はありませんが、２割負担

導入に伴う配慮措置の影響により、療養給付費の減額及び、高額療養費の増額を見込んで

おります。以上が、令和４年度一般会計及び特別会計補正予算の概要でございます。 

次に、議案第３号「令和５年度一般会計予算」について、ご説明いたします。一般会計

予算は、広域連合の運営上必要な経費として、派遣職員の人件費、事務所の使用料、特別

会計への事務費繰出金などでありまして、歳入・歳出総額として、それぞれ８億３，２８

６万８千円を計上しております。その主な財源につきましては、構成市・町からの負担金 

７億８，２８３万５千円を計上するほか、令和５年度は、広域連合の標準システムの更新

時期に当たりますことから、財政負担の軽減を図るため、一般会計の剰余金を積み立てて

おります財政調整基金を ５，０００万円取り崩しまして、その費用の一部に充当するこ

ととしております。歳出の方では、総務費として １億６，４１４万８千円を、民生費の
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特別会計への事務費繰出金として、６億６，７２４万１千円を計上しており、繰出金は、

主に標準システム更新経費の増により、前年度より２億７，４１２万６千円の増額となっ

ております。 

 次に、議案第４号「令和５年度特別会計予算」について、ご説明いたします。特別会計

予算は、主に保険給付費でございまして、歳入・歳出総額として、それぞれ１，７６８億

１，１４３万３千円を計上しております。それでは、主な内容をご説明申し上げます。ま

ず歳入でございますが、第１款市町支出金として、被保険者からの保険料及び療養給付費

に係る市町の定率負担金など、３１２億７，７５９万７千円を計上しております。第２款

国庫支出金として、療養給付費に係る国の定率負担金や調整交付金など、５７２億９，５

６９万２千円を計上しております。第３款県支出金として、療養給付費に係る県の定率負

担金や健康診査補助金など、１４８億３，９６６万８千円を計上しております。第４款支

払基金交付金として、支払基金から交付される、現役世代からの支援金７１３億６，６７

８万６千円を計上しております。続きまして、歳出でございますが、第１款総務費は、医

療給付に係る事務経費であり、電算処理システムに係る運営委託料など、６億９，１１３

万円を計上しております。第２款保険給付費は、療養給付費や高額療養費、国保連合会へ

の審査支払手数料など、１，７５２億１９８万９千円を計上しており、歳出全体の９９％

を占めております。第３款県財政安定化基金拠出金は、財政安定化のための基金を積み増

すものであり、４，４９３万９千円を計上しております。第４款特別高額医療費共同事業

拠出金は、高額な医療費の支払いに対するリスク分散のため、全国の広域連合が共同して

拠出しているものであり、８，０３７万９千円を計上しております。第５款保健事業費は、

健康診査や、保健事業と介護予防の一体的実施など、被保険者の健康増進に係る経費とし

て、７億５，９１８万５千円を計上しております。以上が、令和５年度一般会計及び特別

会計予算の概要でございます。 

次に、議案第５号「個人情報の保護に関する法律施行条例について」であります。これ

は、個人情報の保護に関する法律の改正により、現行の個人情報保護条例に係る規定の大

部分が改正法に移行することから、同条例を廃止するとともに、新たな条例を制定し、手

数料や開示決定の期限等にかかる規程を独自に定めることとしております。 

次に、議案第６号「後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について」であ

ります。これは、令和４年度の消費者物価の伸びを考慮し、保険料の５割軽減及び２割軽

減の対象である世帯が、引き続き軽減措置の対象となるように、均等割額の軽減判定所得

を改めるもので、国の政令改正に伴うものです。 

次に、議案第７号「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例について」

であります。これは、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の定年等に

関する条例など関係する６条例を改正して、定年年齢を段階的に６５歳まで引き上げるこ

とや、管理監督職の上限年齢を原則６０歳に規定することなどを定めるとともに、職員の

再任用に関する条例を廃止するものです。 

次に、議案第８号「公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」でありま

す。これは、委員３名のうち、荒木秀俊委員が、本年３月２８日をもちまして、任期満了

になることに伴い、後任として、油野そとえ氏を選任いたしたく、議会にその同意を求め

るものです。 
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以上、補正予算案及び当初予算案が各２件、条例の制定及び改正等が３件、人事案件が

１件、合わせて８件の議案につきまして、ご説明を申し上げました。何とぞ慎重にご審議

のうえ、適切なるご決議を賜りますよう、お願いを申し上げます。以上でございます。 

 

〔粟貴章広域連合長 着席〕 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎採  決 

 

○宮崎雅人議長 提案理由の説明は終わりました。お諮りいたします。ただいま説明のあ

りました議案８件につきましては、事前通告がございませんでしたので、質疑その他を省

略し、採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認め、これより、議案第１号「令和４年度石川県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）」ないし議案第８号「石川県後期高齢者医療

広域連合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」の議案８件を一括して

採決いたします。 

お諮りします。議案第１号ないし議案第８号の議案８件について、原案のとおり、それ

ぞれ可決、同意することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１号ないし議案第８号の議案８

件については、原案のとおり、それぞれ可決、同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎議案の上程（議会議案第１号） 

 

○宮崎雅人議長 続きまして、議会議案第１号「石川県後期高齢者医療広域連合議会の個

人情報の保護に関する条例について」を議題といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎提案理由の説明 

 

○宮崎雅人議長 提出者から提案理由の説明を求めます。 
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〔「議長」と猪村博靖議員が挙手〕 

 

○宮崎雅人議長 ８番、猪村博靖議員。 

 

〔猪村博靖議員 登壇〕 

 

○猪村博靖議員 議会議案第１号「広域連合議会の個人情報の保護に関する条例」につい

て説明いたします。令和３年５月公布の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律」により、地方公共団体の個人情報保護制度については、全国共通のルー

ルである、改正後の「個人情報の保護に関する法律」に基づき取り扱うこととなりました

が、地方議会においては、国会や裁判所と同様に、その独立性を確保する考え方から、同

法の適用対象外とされております。このため、これまで広域連合の個人情報保護条例に規

定されていた当議会における個人情報保護の取扱いについて、新たに 共通ルールの内容

を踏まえつつ、自律的な措置を講じるため、「広域連合議会の個人情報の保護に関する条

例」を制定するものであり、議員皆様のご賛同をお願いいたします。 

 

以上で提案理由を終わります。 

 

〔猪村博靖議員 着席〕 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎採  決 

 

○宮崎雅人議長 提案理由の説明は終わりました。お諮りいたします。ただいま説明の

ありました議案一件については、事前通告がございませんでしたので、質疑その他を省略

して、直ちに採決を行いたいと思いますが、これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議会議案第１号について、

原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって、議会議案第１号については、原案のと

おり可決することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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◎選挙管理委員の選挙 

 

○宮崎雅人議長 次に、日程第８、「石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員の選挙」

を行います。本件は、令和５年３月２８日をもって任期満了となる選挙管理委員の後任者

４名の選挙であります。ただいまから選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法に

ついては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに

決しました。お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することとしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって、指名の方法については、議長が指名す

ることに決しました。 

選挙管理委員に、 

七尾市大田町３部１２５番地       岩田 武雄さん、 

白山市成町３４番地           村山 圓八さん、 

能美郡川北町字田子島エ１０４番地の４  河村 忠久さん、 

河北郡津幡町字横浜い３２番地１     勝﨑 隆さん、 

以上の方々を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名しました４名の方々を選挙管理委員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました４名の方々

が、選挙管理委員に当選されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎選挙管理委員補充員の選挙 

 

○宮崎雅人議長 次に、日程第９、「石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員補充員

の選挙」を行います。本件は、令和５年３月２８日をもって任期満了となる選挙管理委員

補充員の後任者４名の選挙であります。ただいまから選挙を行います。お諮りいたします。
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選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに

決しました。お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することとし、補充

の順序は指名の順序のとおりとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって、指名の方法は、議長が指名することと

し、補充の順序は、指名の順序のとおりとすることに決しました。 

選挙管理委員補充員に 

かほく市内日角ニ２２番地２      松井 廣さん、 

羽咋市千里浜町ホ１番地        宮本 隆さん、 

河北郡内灘町字大根布６丁目２５番地  𠮷村 洋子さん、 

羽咋郡志賀町給分ホの６番地２     山本 政直さん、 

以上の方々を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名しました４名の方々を選挙管理委員補充

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました４名の方々

が、選挙管理委員補充員に当選されました。お諮りいたします。本定例会において議決さ

れました各案件につきまして、その条項、字句、数字、その他の整理を必要とするものに

ついては、会議規則第３３条の規定に基づき、その整理を議長にご一任願いたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○宮崎雅人議長 ご異議なしと認めます。よって、本定例会において議決されました案件

の整理については、議長に一任することに決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

◎閉議・閉会                    （午後３時２５分閉会） 
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○宮崎雅人議長 以上をもちまして、本定例会の議事は、全て終了いたしました。これを

もちまして、令和５年第１回石川県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたします。 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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